
 

北 栄 町 自 治 会 長 会　 

 

日時　令和７年１１月２６日（水）午後３時３０分～ 

場所　大栄農村環境改善センター多目的ホール　　　　　　 

日　程 

１　開　会 

２　会長あいさつ 

３　町長あいさつ 

４　協議及び連絡事項について 

(裏面の議題一覧のとおり) 
 
 
５　その他 
（１）次回自治会長会 

○開催日　令和８年１月２７日（火） 
　　　　○時　間 

・午後２時３０分～午後３時１５分　自治会長会役員地区別選考会議 
・午後３時３０分～午後４時３０分　自治会長会　 
 

　　　　○場　所　大栄農村環境改善センター　　 
 

 
※交代される自治会長さんは新自治会長さんへの引き継ぎをお願いします。 
（次回自治会長会開催日、提出書類等について） 

　　　　　　　　　　 
６　閉　会 
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担当課 題名
資料
番号

提出期限

議会事務局 議会議員と自治会長の兼務について ※ 1

総務課 自治会総合交付金実績報告書の提出について 2 1/22(木)

自治会役員名簿の提出について 2 1/14（水）

自治会要望の提出について 2 1/14（水）

令和８年自治会役員関係業務及び年間予定 3

除雪経費支援事業について 4 3月中

消防器具等の斡旋取りまとめについて 4 1/14（水）

令和８年消防出初め式について　【1/４　(日)】 4

地縁団体告示変更届出について（26自治会） 別途案内
変更後
14日以内

企画財政課 共助交通について ※ 5

町民課 申請書記入サポートコーナーの設置について ※ 6

支え愛マップについて ※ 7

いいね！北栄町体操DVD、とっとり方式DVDについて ※ 8

認知症行方不明者の捜索模擬訓練について ※ 9

地域整備課 除雪作業の協力体制について 10

環境エネルギー課 令和８年度ごみ収集所整備補助金について 11 1/１４（水）

北条砂丘風力発電所（風車）の譲渡について ※ 12

発泡スチロールトレーとプラスチックトレーの分別について ※ 13

教育総務課
通学路危険箇所の点検結果と通学路見守り
ボランティアの登録について

※ 14

生涯学習課 令和８年度人権を学ぶ会(案）について 15

北栄町じんけんフェスティバル2025について　
                                                       【12/6㈯】

16

スポーツグランプリ表彰2026実施要項 17

社会福祉
協議会

令和８年度社協会費・共同募金のお願いについて 18

※＝昨年同時期になかった議題

福祉課

議題一覧
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第２０２５－１７０６２―０ 

令和７年１１月２６日 

 

自治会長 各位 

 

北栄町議会議長 前田 栄治 

                               （公印省略） 

 

議会議員と自治会長の兼務について（お願い） 

 

 日頃、本町議会活動にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

 さて、各自治会におかれましては、次期総会が役員改選の時期に当たる場合がおあり

のことと拝察します。 

本町議会では、「議員は、行政に関係する組織的機関（自治会長等）の役職は遠慮する。」

と定めています。これは、その組織・団体の補助金の獲得や選挙の得票に有利となるな

どの疑念が生じないように申し合わせをしたものです。 

 つきましては、この趣旨をご理解いただき、自治会長の選出に当たりましては、議員

が自治会長と兼務にならないよう、ご配慮いただきますようお願いいたします。 

【議会事務局】資料№１ 

連絡先 

北栄町議会事務局 （担当 手嶋） 

電 話  0858－３７－２４４５ 

ﾌｧｸｼﾐﾘ 0858－３７－５８５８ 

電子ﾒｰﾙ gikai@e-hokuei.net 

3



 

１　自治会総合交付金実績報告書の提出について 

令和７年度自治会総合交付金（自治会運営交付金・防犯灯維持管理交付金・防火防

災組織運営交付金、再生可能エネルギー交付金）の実績報告書を下記のとおり提出し

てください。 
 

（１）提出期限　令和 8年 1月 22 日（木曜日） 

（２）提出書類　実績報告書（様式第５号･･･別添様式） 

　　　　　　　　自治会総会資料　（令和 7年の実績報告・決算書 

令和 8年の事業計画、予算書を含むもの） 

（３）そ の 他　町から自治会に交付された補助金、交付金が確認できるよう、補助金、

交付金の名称と金額を自治会会計の予算書、決算書に必ず記載してくだ

さい。 
 

２　自治会役員名簿の提出について 

　下記のとおり自治会役員名簿の提出をお願いします。 
 
（１）提出期限　令和 8 年 1 月 14 日（水曜日） 
（２）提出書類　令和 8 年自治会役員名簿・・・別添様式 
（３）そ の 他　役員の主な業務と令和 8 年の年間予定は、別紙のとおりです。 
　　　　　　　　（資料 3） 
 

３　自治会要望の提出について 

　道路・河川・農地、交通安全や防犯、消防・防災、福祉・教育など行政全般への要

望がありましたら、要望書を提出してください。 

　※道路やカーブミラー等の緊急修繕は、要望書によらずただちに担当課へ通報をお願いします。 

　※自治会要望は、必ず自治会の総会等を経たものを要望してください。 

 

（１）提出期限　令和 8年 1月 14 日（水曜日） 

（２）提出様式　令和 8年度要望書･･･別添様式 

（３）そ の 他　令和 7年度要望の回答を添付しています。令和8年度要望の参考に

してください。 

 

 

 ○自治会要望、役員名簿につきましては、整理に時間を要するため、可能でしたら早めの提出をお

願いします。 

○自治会要望の提出は、ヒアリングの関係もあり、できる限り大栄庁舎（総務課）へ提出してくだ

さい。その他の書類は、北条支所提出、役場職員への委任などでもかまいません。

【総務課】資料 No.2
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様式第５号（第８条関係） 
 

令和　　年　　月　　日 
 
　北栄町長　　　　　　様 
 

自治会名　　　　　　　　  　自治会 

　    自治会長　　　　　　　　　　   　   印 

 
令和７年度自治会総合交付金実績報告書 

 
　令和７年６月２５日付第 2025-8523-0 で通知のあった標記事業を実施したので、下

記のとおり報告します。 
 

記 
 
交付金事業の実績 

 

　１　事業の名称 

　　　　・自治会運営交付金 

　　　　・防犯灯維持管理交付金 

　　　　・防火防災組織運営交付金 

　　　　・再生可能エネルギー交付金 
 
　２　自治会総会資料（令和 7 年分事業報告書及び決算書） 
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令和 8 年　自治会役員名簿 

（　　　　　　　　）自治会 

（１）自治会長は固定電話、携帯電話両方の記入をお願いします。その他の方は、固定電話を優先してご記入ください。 

（２）自治会役員の情報は役場内の全部署で共有します。ご了承ください。 

 

※文書集中発送の送付先の番号を○で囲んでください。 

 

 
役職名 氏　　名

新任・継続 
○をしてください。

住　所 
（北栄町は不要）

電話番号

 

自治会長

新任・継続
固定 
携帯

 ※自治会長の電話番号を国・県・その他の関係業者（道路、電気、通信など）からの要請により、住所

及び固定電話の電話番号を優先し、情報提供することを考えています。以下に☑をしてください。

   ☐　住所提供に同意します。 

  ☐　住所提供に同意しません。（提供にあたっては、その都度、役場から私に許可を求めてほしい） 
  ☐　番号提供に同意します。（　☐　提供にあたっては「携帯電話」を優先してほしい） 
  ☐　番号提供に同意しません。（提供にあたっては、その都度、役場から私に許可を求めてほしい）

 
自治副会長 新任・継続

 
交通部長 新任・継続

 
体育部長 新任・継続

 
自衛消防団長 新任・継続

 
女性消防隊長 新任・継続

 
健康推進員 新任・継続

 
環境推進員 新任・継続

 
人権教育 
 地区推進員 
　　（２名）

新任・継続

 
新任・継続

 　①　自治会長宅　　　　②　昨年度と同様　　　　③　その他 
※③その他の場合は、氏名（施設名称）、住所（施設内の位置）、電話番号等を記載してください。 
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令和　　年　　月　　日 
　北栄町長　　　　　　　様 

自治会名　　　　　　　　  　自治会 

　    自治会長　　　　　　　　　　   　      

令和 8 年度自治会要望書 
 
　このことについて、下記の事業の実施、町費負担（補助）を要望します。 
　　（消防施設に関する要望を含む。施設の図面・見積等を添付） 
　なお、事業に伴う用地買収、補償の交渉及び地元負担の徴収は、当自治会で行います。 

※「事業名」欄には、要望の項目を簡潔にご記入ください。（例：●●修繕工事、▲▲設置など） 

※「説明」欄には、当該事業の背景や必要となった理由などをまとめてご記入ください。 

※「事業の概要」欄には、事業の方針、施行場所、必要となる対策等の案など必要な事業の概要を

できるだけ詳細にご記入ください。また、位置図（住宅地図）、現況写真、見積など資料を添付

してください。 

※ヒアリング日：　1月 21日（水）9:30～12：00、13：30～16:30　庁舎 3階第 1委員会室 

　　　　　　　　　1月 22日（木）9:30～12：00、13：30～16:30　　　　　　〃 

ヒアリング希望日時：　１月（　　）日、（　　）時～、　　ヒアリング不要

 
担当課 要望順位 ／

 

事業名

 いずれかに○をしてください。　継　続　（H・R　　　年から）　・　新　規

 

説　明

 

事業の 
概　要

 聴取の 
結　果
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令和 ８ 年 自治会役員関係業務及び年間予定

1月 2月 3月 4月 5月 6月

自治会長

自治会長会 ・クリーン作戦
実施依頼（ごみ
袋大１袋）

・自治会長会
・海岸清掃（該
当自治会のみ）
・天神川清掃
（該当自治会の
み）

・第1回あいさつ
運動

・環境パトロール
・金婚対象者報告

産業部長

・水田（農事組
合長）会議

・稲作台帳取り
まとめ
・集落営農等推
進研修

交通部長

・交通部長会 ・春の全国交通
安全運動

体育部長

自衛消防団長

・消防出初式 ・春季全国火災
予防運動

健康推進員

・健康推進員会

環境推進員

・環境推進員会

人権教育
　 地区推進員

・第１回地区推進
員会議（学ぶ会）

会議・行事等の予定　　※予定は変更されることがあります。

役職名

【年間】分かりやすいじんけんの話（人権啓発講演会）年６回

【総務課】資料No.3

8



自治会長

産業部長

交通部長

体育部長

自衛消防団長

健康推進員

環境推進員

人権教育
　 地区推進員

役職名
7月 8月 9月 10月 11月 12月

・クリーン作戦
実施依頼（ごみ
袋大１袋）

・町防災訓練 ・第2回あいさつ
運動

・自治会長会

・集落営農等推
進研修会

・集落営農等推
進研修

・水田（農事組
合長）会議

・夏の交通安全
県民運動

・秋の全国交通
安全運動

・年末の交通安
全県民運動

・秋季全国火災
予防運動

・第２回地区推
進員会議（学ぶ
会）

・じんけんフェス
ティバル

会議・行事等の予定　　※予定は変更されることがあります。

【年間】敬老行事補助金交付申請書兼実施計画書の提出（実施予定の自治会）

　※実施予定の２週間前までに

【5月～11月】議会出前座談会の開催（各自治会）

【年間】環境問題全般における自治会での推進役

【年間】各種スポーツ大会　（「スポーツグランプリ2026予定表」参考）

【6月～12月】・健診受診勧奨  ・康講座開催（各自治会）

【9月～11月】人権を学ぶ会の開催
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４ 除雪経費支援事業について 

  自治会が除雪作業（業者等へ委託する場合を含む）を行った場合は、自治会総合

交付金申請書兼実績報告書（除雪活動交付金）を提出してください。 

（１）補助率等 

  ・補助率 １/２（1回の積雪による除雪の補助上限は 5万円）） 

対 象 対象外 

作業員労務費、除雪委託料 

除雪作業機械の燃料費や借上料 

※領収書(請求書)があるものに限る。 

飲食にかかる経費 

除雪作業用具の購入経費 

除雪作業機械の修理、点検費用 

（２）提出様式 北栄町自治会総合交付金申請書兼実績報告書･･･別添様式 

 

５ 消防器具等の斡旋取りまとめについて 

  消防用器具の購入希望がありましたら、下記のとおり一括購入依頼書を提出して

ください。 

（１）提出期限 令和８年１月１４日（水曜日） 

（２）提出様式 令和８年度 自治会消防器具等一括購入依頼書 

    ※依頼書の用紙は、別途、自治会長と自衛消防団それぞれに送付済みです。 

（３）そ の 他 

・消防用器具の納品は、来年 6・7月ごろになります。 

  ・自治会総合交付金で購入額の１/２を助成します。（ただし助成上限 10万円） 

  ・この一括購入以外で購入された場合でも交付金の対象になります。 

 

 【その他の補助制度】 

（１）除雪機の整備…整備に要する経費の 1/2助成（補助金上限 25万円） 

（２）自衛消防設備等の整備 

・消火栓の新設・移設…整備に要する経費の 1/2助成 

・消防ポンプ格納庫の設置（更新）…整備に要する経費の 1/2又は 30万円の小さい額 

    （１）（２）については、自治会要望書の提出をお願いします。 

（３）コミュニティ助成事業（一般、コミュニティセンター、地域防災組織育成） 

   ・別に案内します。（申請時期は前年の 9月） 

 

６ 令和８年消防出初め式について 

（１）日時 令和８年１月４日（日曜日）、午前 9時 30分、(受付開始)8時 50分 

（２）場所 大栄体育館 ※昨年から変更 

 

【総務課】資料 No.４ 
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様式第２号(第４条関係) 

令和  年  月  日 

 北栄町長          様 

住 所 

団体名 

代表者名         印 

 

令和  年度自治会総合交付金(変更)申請書兼実績報告書 

 

 北栄町自治会総合交付金交付要綱第 4条第 2項(第 6条第 1項)の規定に基づき、次のとおり(変

更)申請及び報告します。 

記 

1 防火防災器具等整備費交付金 

 (1) 防災用備品購入の(変更)有無      無 ・ 有 

    ※購入する備品の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

 (2) 消防用器具等購入・修理の(変更)有無  無 ・ 有 

    ※購入・修理する器具等の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

 

2 防火防災訓練・防火防災支援活動交付金 

 (1) 訓練活動の実績 

実施年月日 実施場所 参加世帯数 主な活動の概要 

    

※参加世帯名簿及び活動の写真を添付すること。 

 (2) 支援活動の実績 

実施年月日 実施場所 参加者数 主な活動の概要 

    

※参加者名簿及び活動の写真を添付すること。 

(3) 訓練・支援用消耗品購入の実績 

      無  ・  有    

※購入物品の名称及び金額等がわかる資料を添付すること。 

 

3 除雪活動交付金 

作業実施年月日 除雪に要した経費の内容と金額 備考 

   

※作業に要した経費がわかる書類、作業実施区間の地図及び除雪後の写真を添付すること。 

 

4 添付資料 

  ※変更申請の場合、交付金交付決定通知の写しを添付すること。 
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事 務 連 絡 
令和７年１１月２６日 

 
地縁団体代表者　　様 
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　総 務 課 長 
（公印省略） 

 
地縁団体告示事項変更届出について（通知） 

 
　日頃より町政推進にご協力いただき、ありがとうございます。 
　さて、各自治会で年末年始に総会が行われることと思いますが、自治会長（地縁団体の

代表）を変更される場合、届出が必要となります。 
　つきましては、裏面の記入例を参考にしていただき、必要書類を添えて変更後 2 週間以

内に届け出ていただきますようお願いします。 
　 

記 
必要書類 
１　告示事項変更届出書　1通（別添様式） 
２　変更を議決した総会の議事録の写し（議事録署名人の署名、押印のあるもの）　1通 
 
　※届出者は新しい代表（自治会長）になりますので、届出について新自治会長に申し送

りをお願いします。 
 

 

 

 　 

上記の「地縁団体代表者の変更」のほか、 

「規約の改正」「地縁団体名称の変更」「事務所位置の変更」 

　があった場合も届出が必要です。 

上記の変更を行った場合は、総務課地縁団体担当までお問い合わせください。 

担当　総務課総務室　山口 
　TEL　３７－５８６１ 
　FAX　３７－５３３９



 
 

令和　年　　月　　日 

 

北栄町長　手嶋　俊樹　様　　　　　　　届出日を記入してください 

 

地縁団体の名称及び事務所の所在地 

名　称 

所在地 

　　　　　　　　　代表者の氏名及び住所 

　　　　　　　　　　住　所 

氏　名　　　　　　　　　　　印 

 

告　示　事　項　変　更　届　出　書 

 

　下記事項について変更があったので、地方自治法第 260 条の 2 第 11 項の規定により、 

告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届出ます。 

 

記 

１　変更があった事項及びその内容 

　　　地縁団体の代表者変更 

　　　　（変更前）　住　所 

　　　　　　　　　　氏　名 

　　　　（変更後）　住　所 

　　　　　　　　　　氏　名 

２　変更の年月日 

　　　令和　　　年　　　月　　　日 

 

３　変更の理由 

自治会役員の改選による 

 
 

届出日における代表者の住所と氏

名(印）となります。（通常は下段の

「変更の年月日」以降に提出となり

ますので、新しい代表者）

何月何日から変更という決めがあれ

ばその日、なければ総会の日を記入し

てください。

記入例

総会の議事録の写し

番地まで記入してください。



令和　　年　　月　　日 

 

 

北栄町長　手嶋　俊樹　様 

 

 

地縁団体の名称及び事務所の所在地 

名　称 

所在地 

代表者の氏名及び住所 

住　所 

氏　名　　　　　　　　　　　印 

 

告　示　事　項　変　更　届　出　書 

 

　下記事項について変更があったので、地方自治法第 260 条の 2第 11 項の規定

により、告示された事項に変更があった旨を証する書類を添えて届出ます。 

 

記 

 

１　変更があった事項及びその内容 

　　　地縁団体の代表者変更 

　　　　(変更前）　住　所　東伯郡北栄町 

　　　　　　　　　 氏　名 

　　　　(変更後)　 住　所　東伯郡北栄町 

　　　　　　　　　 氏　名 

２　変更の年月日 

　　　令和　　　年　　　月　　　日 

 

３　変更の理由 

自治会役員の改選による 



 
 

令和　　年　　月　　日 

 

北栄町長　手嶋　俊樹　　　様 

 

認可地縁団体の名称及び事務所の所在地 

名　称 

所在地 

代表者の氏名及び住所 

住　所 

氏　名　　　　　　　　　　印 

 

 

規約変更認可申請書 

 

　地方自治法第 260 条の 3 第 2 項の規約の変更の認可を受けたいので、別添書

類を添えて申請します。 

 

（別添書類） 

 

１　規約変更の内容及び理由を記載した書類 

２　規約変更を総会で議決したことを証する書類 

３　改訂後の規約 

 

 



１

２

町からの補助金を活用し、持続的に運行中

保険料などの運行費：１団体１日あたり上限 1,000 円

物品購入費：50,000 円　※初年度のみ

を支援します

北栄町役場企画財政課

町の補助制度

電話　0858-37-5864　　MAIL　kikaku@e-hokuei.net

地域で助け合う「共助交通」

「買い物に行きたいけど車がない」「病院までの移動手段がない」

そんな声が地域できこえてきませんか。

住み慣れた町で、いつまでも暮らし続けるために。

住民同士の支え合いでつくる持続可能な地域交通〔共助交通〕をはじめませんか？

活用事例

瀬戸乗りのりクラブ（令和５年運行開始）

●利用者は降車時に、

　利用料(町内200円、町外500円＋ガソリン代)を支払い

●運転会員　5人、利用会員　23人

●運行日　月曜日～金曜日　8時～16時

　　　　　※予約制

●外出先　病院、スーパーマーケット、
　　　　   美容院、郵便局、友人宅など

運転会員(車を出せる人)が利用会員(移動に困っている人)

を乗せ、移動を支える。

利用者はガソリン代などの実費を負担する。

北栄町でもこのような形で３団体が運行しています。

まずはお気軽にご相談・お問い合わせください。

町補助金の詳細は
こちらからご確認いただけます。

移動手段の確保
（買い物・通院など）

外出の楽しみや
外出機会の増加

仲間づくり・
地域づくり

【企画財政課】資料No.５
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自治会での災害時に向けた取組みを応援します！

北栄町福祉課 電話 ３７－５８５０
北栄町社会福祉協議会 電話 ３７－４５２２

はじめての支え愛マップづくりや支え愛マップ
づくりに向けた研修会などを開催する場合に
補助します。

○防災福祉マップ（支え愛マップ）づくり
○個別避難訓練の実施
○平常時における見守り体制の構築
○研修会・講演会の開催 など

・マップ作成時の消耗品
・避難支援のためのリヤカー、担架
・避難支援の研修会の経費 など

※支え愛マップは原則、新たに作成するもの
に限ります。

補助限度額見込：5万円

① 災害時要支援者対策
促進事業

～初めてマップづくりを行う自治会向け～

② 災害時要支援者対策
ステップアップ事業

支え愛マップの見直しや支え愛マップを活
用したより実践的な訓練などを実施する場
合に補助します。

○支え愛連絡会（地域の福祉課題の話し
合い）の立ち上げ・運営

○支え愛マップの更新

○避難支援の課題解決のための取組み

・災害時の障がい者等の個別避難支援
・認知症徘徊模擬訓練 など

※前年度までに①の補助を受けた自治会
で更なる取組みを行う場合に補助します。

※支え愛連絡会の取組みは必ず行うこと
が必要です。

補助限度額見込：10万円

～マップの見直しや更なる取組を行う自治会向け～

「支え愛連絡会」で共有しよう!
 災害時に支援の必要な人、気になる人について自治会内で情報を共有しましょう。
 日頃からの見守りやいざという時の連絡方法、避難支援の方法などについて具体的に話し
合っておくことは、安全・安心につながります。

 開催を検討したい自治会がありましたら、ぜひご連絡ください。

【お問い合わせ先】

災害時に誰かの手助け・声かけを必要とする人、声かけがで
きる人、避難場所などの情報を盛り込んだ地図のことです。
支え愛マップはつくることだけが目的ではなく、地域のこと
を話し合う中で、『日ごろからのつながり・支えあい』を考
えてもらうことを大切にしています。

※補助金の活用を検討される場合は、県への締切りの都合上、来年度12月末までにご相談ください。

r-yamaguchi
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【福祉課】資料 No.８ 

「いいね！北栄町体操！」DVD、「とっとり方式認知症予防プログラム」DVD の配

布について 

 

（１） 「いいね！北栄町体操！」DVD の配布について 

今年度、町制施行 20 周年を記念し、町歌である「いいね北栄町」に合わせた体操を

つくりました。フレイル予防に効果的な運動を取り入れた体操です。自治会に DVD を配

布しますので、いきいきサロン等地域の集まりの場でご活用ください。 

なお、介護予防についての出前講座（（齢者対象））のなかで、「いいね！北栄町体操！」

の指導を組み込むことも可能ですので、生涯学習課主催の出前講座にお申込みください。 

 

 

 

 

 

 

    

                    DVD の一コマ 

 

 

 

（２） 「とっとり方式認知症予防プログラム」DVD の配布について 

鳥取大学医学部浦上克哉教授が中心となって開発された「とっとり方式認知症予防プ

ログラム」の DVD を自治会に配布します。「運動」「座学」「知的活動」の３つを効果的

に実施することができます。いきいきサロン等地域の集まりの場でご活用ください。 
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北栄町は認知症の正しい理解と対応を学ぶ事で安心して暮らせる地域づくりを目
指しています。 
近年、全国で認知症状を原因として行方不明になってしまう方が増えてきており、 
行方不明が発生した時に出来るだけ早く安全に保護する体制作りや認知症の方を
みんなで見守る地域づくりが求められています。 
 

 

 

 ○内容:認知症の方が行方不明になったと想定して、 
地域住民や警察、介護サービス事業所、行政等が連携  
し、実際に自治会内を捜索する訓練 

 
 ○日程:令和 8 年６月から１１月の間で実施 
    （自治会の防災訓練等に合わせて実施可能です） 
 
○実施自治会からの感想 
 

 

お問い合わせ先  北栄町地域包括支援センター  

689-2292  北栄町由良宿 423-1  北栄町役場・大栄庁舎 

      電話：37-5850        FAX：37-5339 

・行方不明が発生した時にどうしたらよいのか 
分かった。もしも、自治会で行方不明が発生した 
ときには今回の訓練が活かせる。 

・認知症の方への接し方が分かって良かった。 
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第 2 0 2 5 - 1 9 1 2 7 - 0  

令 和 ７ 年 11 月 26 日 

 

自治会長 各位 

 

北栄町長 手 嶋 俊 樹   

（公印省略）   

 

除雪作業の協力について（お願い） 

 

 毎年除雪作業につきましては、格別のご協力を頂き誠にありがとうございます。 

 本年度も除雪の時期が近づきましたが、除雪作業は沿道周辺の方々のご理解とご協力を得ながら

円滑かつ迅速に実施する必要がありますので、下記に留意していただきご協力をお願いします。 

 

記 

 

１ 路上駐車にご注意を 

 夜間から早朝にかけては、車道・歩道を問わず路上駐車はしないで下さい。また障害物（看板や

プランタ等）も置かないで下さい。 

 

２ 道路に影響する立木等 

 民地内の立木等が降雪により道路内に張り出し除雪に支障となると想定される場合、事前に伐採

して下さい。 

 

３ 除雪の堆積にご理解を 

 除雪した雪が家屋前に堆積しご迷惑をおかけすることがありますが、各自で除去をお願いします。 

高齢者宅等堆積した雪の撤去に苦慮される方がおられる場合等については、自治会でご協力いただ

きますようお願いします。 

 

４ 交差点の除排雪にご協力を 

 幅員が狭い交差点は、機械での作業が困難ですので、周辺の方で交差点部分の残雪処理をお願い

します。 

 

５ タイヤ交換の呼び掛けを 

 例年除雪を行う際、普通タイヤで立ち往生した自動車が路上放置されて、除雪車が近づけず雪が

路上に残る場合があります。交通安全の取り組みとして冬用タイヤの準備を早めに行うように、機

会を捉えて自治会内での呼び掛けをお願いします。 

 

６ その他 

 大雪時は、車両の立ち往生、公共交通機関の遅延や運休が発生することがありますので、不要不

急の外出は控えましょう。 

 消火栓、ごみ収集所の除雪を自治会で対応をお願いします。 

 

 

※ 早朝作業のため、行き届かない面があるかと思われます。 皆様のご協力をお願いします。 
 

 

 

【地域整備課】資料 No.１０ 

【担当】 地域整備課地域整備室 岡本 

            ℡37-3117 fax:37-5339 
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【環境エネルギー課】資料 No.１１ 

令和８年度ごみ収集所整備補助金について（お願い） 

 
北栄町では、町の美化及びごみ処理の効率化に資するため、自治会がごみ収集所を

整備する場合に整備費の１／２（上限２０万円）を補助しています。 

令和８年度の予算編成にあたり、あらかじめ申請件数を把握する必要がありますの

で、ごみ収集所整備補助金の申請を希望される自治会は、来年１月の自治会要望を提

出される時に下記の申し込み用紙を切り取って提出していただきますようお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

※軽微な修繕（鍵の取替え、屋根の部分的な修繕など）、申請前に修繕

が完了したものは対象外となります。 
 

【問い合わせ・提出先】 

環境エネルギー課生活環境室 

電 話 37-3116 

ＦＡＸ 37-5339 

メール kankyou@e-hokuei.net 

 

【申請方法について】 

・ 申請には写真、図面、見積書等が必要になりますのでご準備ください。 

・ 申請手続きについては個別にご案内しますので、令和 8 年 4月以降に下記担当ま

でご連絡ください。 

 

※ 提出期限 令和８年１月１４日（水） 
- - - - - - - - - - - - - - - キ リ ト リ - - - - - - - - - - - - - - - 
 
環境エネルギー課 行 
 

【令和 8年度 ごみ収集所整備補助金事前申込書】 
 
令和８年度ごみ収集所整備補助金の申請を希望します。 

 
令和  年  月  日 

 
           自治会 

自治会長              
 

電話番号              
 
ごみ収集所の場所                  

 
申請内容（該当のものに○をしてください）  新設  改築  修繕 

注意点 

※令和８年度より、年度途中での追加は基本的にできませんので、予定がある場

合は必ず提出してください。（災害等による緊急の場合は除く） 

※軽微な修繕（鍵の取替えなど）や申請前に修繕が完了したものは対象外となり

ます。 

◎詳細については下記担当までお問合せください。 

r-yamaguchi
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町長最終判断 ➡ 譲渡

譲渡に向けた手続き

手続き出来ず←手続き終了

譲渡に向けた 

協議等

事業開始

 

北条砂丘風力発電所（風車）の譲渡について 

 

１．方針 

・現在、風車を譲渡する方針で進めている 

 

（経過）  

・令和 6 年、譲渡の要望があってから検討を開始し、専門家による審査会を２回開催し、

総合的に判断した 

 

（考え方）  

　  ・「安全な維持管理」「安定的な経営」「確実な撤去」について確認し、その他「町の関わり方」

「撤去費用を住民サービスへ有効活用」「地球温暖化対策」など様々な観点から総合的に

勘案し、判断した 

 

 

2．その他 

・北条砂丘風力発電所（風車）事業の完了に伴い、運営してきた 20 年の実績に基づき、地

域貢献策を行う 

・希望される自治会には個別に説明会を開催します 

 

〇北条砂丘風力発電所の譲渡スケジュール 

 
町 事業者

 
令和７年 

７月

 

８～１２月

 
令和８年 

１月～３月

 
令和８年度 

４月

【環境エネルギー課】資料 No.12

8/5 公表（議会全員協議会）公表

仮契約

契　約・協　定

現在

撤去へ
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　北栄町では、通学路安全対策推進協議会を設置し、毎年度通学路の危険箇所を関係

機関で点検、環境の整備等を行っているところです。 

一方で、通学路の安全確保には、地域の皆様のご協力も必要です。 

危険箇所の自治会内での情報共有、通学時間帯の見守り活動への 

ご参加についてご協力をお願いします。 

　今年度の点検結果は裏面のとおりです。詳細および過去報告分に 

関する今年度の整備終了箇所等は町 HP でご確認いただけます。　 　　（北栄町 HP） 

 

●通学路危険箇所の点検・回答までの流れ 

※通学路についての要望は 1 月の自治会要望ではなく、各地区のこども会を通して 

以下の流れで報告をお願いします。 

 

 

●通学路見守りボランティアについて 

地域の方々に児童・生徒の登下校時の安全にご協

力いただくしくみです。登録いただきますと、見守り

用ビブスを交付します。以下のような見守り活動の際

に、ご活用ください。 

 

 

 

ご登録いただける団体・個人の方は教育総務課へご連絡ください。 

 

 時　期 内　　容 流　　れ
 情

報

集

約

２～３月 通学路の安全点検実施依頼 教委→学校→こども会長

 
３～４月 こども会長が情報を集約

自治会→こども会長 

保護者→こども会長

 
対

策

検

討

５～６月 危険箇所について報告 こども会長→学校→教委→県

 
８月 合同点検

（関係機関）学校、警察、県、総務

課・地域整備課・教委
 １０月 協議会の開催 （関係機関）上記に加えてＰＴＡ

 
回

答
１１月

点検結果の回答 教委→学校→こども会長

 
自治会長会にて情報共有

 
随時 報告箇所の整備等　（工事等は計画含め数年かかる箇所もあります）

 ○ウォーキングをしながら、通学路をパトロールする 

○子どもの通学時間にあわせて、ゴミ出しをする、玄関先に出て見守る 

○学校の周辺や通学路コースを見回りながら、買い物に行く　　　など

【教育総務課】資料 No.14

【問合わせ先】北栄町教育委員会事務局　教育総務課　☎0858-37-5870

できるときにできることから！

通学路危険箇所の点検結果と通学路見守りボランティアの登録について
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●令和７年度　通学路危険箇所報告一覧

1 北小１ 下神江北浜線(町道)

・民家、街灯、歩道がない
→街灯の設置、通学路であることを周知でき
る看板の設置
・草木が生い茂っている
→環境を整備してほしい。

・街灯を設置。（R８年度予定）
・通学路路面シートの設置を検討。（R８年度予
定）
・木の伐採は地権者（管理者）へ直接連絡しま
す。

2 北小２ 國坂みどり線(町道)
・雨が降ると大量に水がたまる
→修繕してほしい

※報告箇所は通学路ではなく、地域整備課別
途対応

3 北小３ 松神國坂線(町道)
・消雪パイプがあるが、凍結して歩きにくい
→水を出さない方がよいのではないか

除雪が入らない通りであり、今後も適正な管
理をしてまいります。

4 北小４ 松神國坂線(町道)
・横断歩道がない道を横切らなくてはならな
い
→横断歩道がほしい

【R4回答】横断歩道の設置については、安全
な滞留場所がないため設置困難。
→横断歩道、一時停止線の復旧及び「止まれ」
の強調表示の修繕・塗り直し(R8年度中)

5
北小５
（ＰＴＡ
要望）

①みどり１２号線(町道)
（みどり商会前通り）
②みどり１２号線(町道)
（みどり１区地内の広場
と道路の間）

①側溝に蓋やグレーチングがない
→設置してほしい
②広場と道路の間の側溝について、鉄製のふ
たが曲がっていたり、ふたがない場所があっ
たりして、毎年児童が溝に落ちている。ふたを
修繕または新たに設置していただきたい

①側溝の蓋上を歩かなくてもよいくらいの道
路幅(4m以上)であり、町による整備は実施し
ない。
②道路管理者が設置した側溝蓋ではなく、地
権者（管理者）へ直接ご連絡をお願いします。
・「通学路見守りボランティア」登録の呼びか
け。
・児童への安全教育を行う。（蓋の上を歩かな
い）

検討結果

№
学校
(地図番
号)

危険
個所

要望内容（併せて防犯対策の視点からも確認） 県、町、学校・PTAによる対策 警察
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●令和７年度　通学路危険箇所報告一覧

検討結果

№
学校
(地図番
号)

危険
個所

要望内容（併せて防犯対策の視点からも確認） 県、町、学校・PTAによる対策 警察

6
北小6
（ＰＴＡ
要望）

大野地区内通学路にお
ける通学路路面標示（町
道國坂浜１２号線）
※Ｒ２年度通学路路面
シートを2か所設置済み

集合場所（神社前三叉路）から国坂までの道
は、車道の幅も狭く朝は車が多く通る。運転手
が通学路であることを認識し交通事故防止の
ため通学路の歩く部分にカラー塗装設置して
ほしい

・過去の事故の経緯から北栄町ではカラー塗
装設置はしない。（カラー塗装に法的な規制は
なく、かえって危険を伴うという判断）
・通学路シート等できうる対策は実施済み。
・「通学路見守りボランティア」登録の呼びか
け。
・児童への安全教育を行う。

9.2
5追
加

北小７
（自治
会要
望）

町道1001号(米里大野
線)と県道201号(上井
北条線)の交差点

9月中旬に立て続けに車の大きな事故が発生
しており、登校中の子どもが巻き込まれる危
険がある。
→・交差点の歩行者側にガードレールを設置
→・ＡＭ７－８時の間だけでも、押しボタン式で
はなく上井方面から右折が容易な時差式の信
号機を設置

・ガードパイプを設置する。（Ｒ８年度予定）
今回の信号機設置については本協議会ではな
く総務課と関係機関で継続検討

7 大小1 北栄町瀬戸２６４付近

両脇に側溝がないため、少量の雨でも水たま
りが発生し、通行の妨げになる。
→側溝の設置など、雨水がたまらないように
してほしい。

部分的なオーバーレイ工事を実施する。(R7
年度予定)

8 大小2
上種公民館前横断歩道
(県道203号線)

公民館からバス停に渡る際、車の速度が速く
危険。渡ろうとしていても、止まらない車も多
い。
→通学路だと分かりやすく表示

・横断歩道、減速表示があるため、追加対策は
行いません。
・「通学路見守りボランティア」登録の呼びか
け。

9 大小3 北栄町由良宿１１８７
出雲大社由良教会の瓦が崩れてきており、強
風の際などに落ちてこないか心配。
→安心できるように補修してほしい。

所有者に文書催告を実施済。

10 大小4
県道倉吉由良線の交差
点

交通量多く、横断歩道があっても車が止まっ
てくれず危険
→何か対応をお願いしたい

・「通学路見守りボランティア」登録の呼びか
け。
・児童への安全教育を行う。

南北の看板、横断歩道、停止線の修繕・塗り直
し(R7年度中)
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【令和8年スケジュール案】

［その他、参加や地域住民への参加呼びかけをお願いする事業（案）］　

●分かりやすいじんけんの話（講演会） 年間6回程度　　

●北栄町じんけんフェスティバル2026 12月実施予定　　

●高齢者対象人権を学ぶ会 9月～3月

※人権関係の教材ＤＶＤを貸し出します。会合等にあわせた学習などにご利用ください。

[ご参考]

・本年度は62自治会で開催(昨年度は、58自治会で開催、822名の参加)

概 要
　自治会の主体的な取り組みとなるよう、地域課題や様々な人権問題から自治会が学
習テーマを決定し、DVD視聴や懇談等の学習を実施することで、人権問題への気づき
や解決に向けた行動に結びつける。(9月～11月の期間中に実施)

令和8年度　人権を学ぶ会事業 （案）

目 的
　人権尊重のまちづくりを推進する具体的な取り組みとして「人権を学ぶ会」を開催
し、町民一人ひとりが学ぶことをきっかけとして、誰一人取り残さない“個性を認め
合い、互いの心に寄りそうまち"をめざす。

依頼事項

 ①新年度事業として計画していただき、自治会総会等で周知していただきます
　 ようご配慮願います。

 ②多くの住民の方に参加していただけるよう、地区推進員を中心に自治会役員
　 全体で実施計画の作成や参加の呼びかけをお願いします。

期 日 項 目 対象 説 明

6月 　第1回地区推進員会議 地区推進員
　地区推進員の役割、学習テーマ等の
説明及び実施（計画作成・運営）依頼

【生涯学習課】資料No.15

・今年度の町推奨DVD教材のテーマは「災害と人権」。毎年のように災害が発生する中、要配慮
者自身に求められることや、地域の人たちに求められることについて、「自助」「共助」の両面
から学習。　(北栄町人権教育推進協力員会議で選定)

※要配慮者・・・高齢者、障がいのある人、難病の人、乳幼児や妊産婦、外国人など災害の際
に、特に配慮が必要な方々のこと

8月 　第2回地区推進員会議 地区推進員
　日程・内容・当日役割の確認、住民
周知・参加呼びかけのお願い
　学習テーマの研修

9月
～
11月

　人権を学ぶ会の開催 自治会住民
　DVD視聴、ワークショップ等（懇談
の有無等は自治会が選択）
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北栄町大栄農村環境改善センター
北栄町由良宿４２３－１

場 

所
北栄町民及び町内に勤務・就学する者を
はじめとする関心のあるすべての方

対 

象

土１2/6
１３：15～１6：00［12：50開場］

令
和
７
年

主催／北栄町人権教育・啓発推進協議会　共催／北栄町、北栄町教育委員会、倉吉人権啓発活動地域ネットワーク協議会

TEL.0858-37-5871 FAX.0858-37-3242
お問い合わせ先 北栄町教育委員会　生涯学習課 ●託児室を設けます　●町マイクロバスによる送迎をします

とっとり県民カレッジ連携講座

※利用を希望される方は11/26（水）までにお申し込みください

じんけん
フェスティバル

北栄町個
性
を
認
め
あ
い
、

互
い
の
心
に
寄
り
そ
う
町
へ 20252025

入場
無料
申込不要

●特設人権相談コーナー ●人権パネル展示 ●作品展示（こども園、小学校、中学校、高校、専修学校）展示・相談

災害と人権
～自助・互助・協働のまちづくり～

[プロフィール]
朝日放送「おはよう朝日です」
の他、ラジオ関西「正木明の地
球にいいこと」に出演。お天気
だけでなく気候変動問題や防
災についても発信、活動して
いる。2022年から、子どもた
ちに向けた気候変動に関する
出張授業プロジェクト「地球ラ
ボ」で各地を回っている。

正木 明さん
まさ き あきら

気象予報士、防災士
講 

師

今年のテーマ

災害と人権

総合司会「ほのまる」
吉本興業所属吉本興業所属

北栄町ふるさと大使鳥取県住みます芸人

手話通訳、要約筆記あり
１２：５０　開　　場
１３：１５　オープニング
　　　　（人形劇 倉吉人権擁護委員協議会こども人権部会）
１３：４０　開会行事 町長あいさつ
１３：４５　活動報告 じんけんサミット（大栄小学校）
１３：５５　活動報告 人権作文（北条中学校、大栄中学校）
１４：１０　活動報告 全国高校生集会参加報告
１４：２５　休　　憩
１４：３５　講　　演
　　　　【講師】正木 明氏（気象予報士、防災士）
　　　　【演題】災害と人権～自助・互助・協働のまちづくり～
１５：４５　閉会行事 北栄町人権教育・啓発推進協議会会長あいさつ

ホールイベント

講　演

記念品
進 呈！フレンズカンパニー手焼きせんべい

ほくほくカード
50ポイント
プレゼント

n-kawamoto
テキストボックス
【生涯学習課】資料№16

r-yamaguchi
テキストボックス
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【生涯学習課】資料 No.17 

スポーツグランプリ表彰 2026実施要項 

 

1. 目的 

スポーツおよびレクリエーション活動を通じて、自治会内での異世代交流ならびに各

自治会間の交流を促進し、自治会の活性化を図ることを目的とする。これにより、地域

住民が健康で明るく、充実した生活を送ることができる地域づくりを推進する。 

年間を通して実施する自治会対抗スポーツ大会では、各種大会の成績に基づいて総合

得点を算出し、その年間成績により「スポーツグランプリ表彰」を行う。 

また、競技種目にはグレード制を導入し、競技性が高い種目を「GRADE1」、競技性は

高いが参加チーム数が少ない種目を「GRADE2」、ニュースポーツ等どなたでも気軽に参

加できる種目を「GRADE3」として区分する。これにより、多様な種目構成のもと、多世

代・多志向の町民が参加しやすい仕組みを構築し、地域全体の一体感と健康づくりの推

進を図る。 

 

2. 主催 

（一財）北栄スポーツクラブ 

 

3. 共催 

北栄町 

 

4. 種目  

・GRADE１（以下 G1） 

①卓球 ②バスケットボールフリー ③ソフトボール ④グラウンド・ゴルフ  

⑤駅伝 ⑥バレーボールフリー ⑦バレーボール女子 ⑧バドミントン 

・GRADE2（以下 G2） 

①バスケットボール女子 

・GRADE3（以下 G3） 

①パットゲームスター大会（室内グラウンド・ゴルフ） 

※但し、G2、G3種目については、年途中でも追加される場合がある。 

 

5. 区分  

１月１日現在の人口により、次のとおり大・中・小自治会に区分する。 

・大自治会→300人以上 

・中自治会→150～299人 

・小自治会→149人以下 

 

6. 得点  

G1 

・1位→10点、2位→8点、3位→6点、参加点→全参加自治会 10点 

・前回参加がなかった種目に参加したら、１種目につき 10点（特別加点）を加算する。 

・大自治会は全種目（8種目）、中自治会 6種目以上、小自治会 4種目以上参加した場

合、20点（特別加点）を加算する。 

・中自治会、小自治会は上記の参加種目数を 1種目超えるごとに 5点加算する。 

（例：中自治会が 8種目全て参加した場合、20点＋5点＋5点＝30点特別加点される） 

・グラウンド・ゴルフで個人のみに出場の自治会には 3点を与える。 

・オープン参加の自治会には 5点を与える。 

（裏面へ続く） 
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G2 

・全参加自治会に 5点を与える。 

G3 

・全参加自治会に 3点を与える。 

その他 

・合計得点（G1、G2、G3種目）＋特別加点に高齢化率（4月現在の高齢化率）を加えた

得点で、総合順位を決定する。 

・参加申込締切後、荒天等で大会が中止になった場合は、参加申込のあった自治会には

参加点を与える。（G1→10点、G2→5点、G3→3点） 

 

7. 表彰 

北栄町スポーツ表彰式(2月)でスポーツグランプリ表彰を行う。  

・大、中、小自治会の各上位 3自治会を表彰する。 

・賞状、トロフィー（1位のみ）、副賞として「ほくえい商品券」を予定する。 

 

8. その他 

小自治会のみ複数の自治会と統合して出場することが出来る。 

例）小自治会と大自治会 ○ 小自治会と小自治会と小自治会 ○ 

  小自治会と中自治会 ○ 小自治会と小自治会と中自治会 ○ 

  小自治会と小自治会 ○ 小自治会と小自治会と大自治会 ○ 

  大自治会と中自治会 × 小自治会と中自治会と中自治会 × 

  大自治会と中自治会 × 

・統合した自治会それぞれに同じ得点を与える。 

・統合する自治会は、種目毎に変更しても良い。 

例）卓球は A自治会、駅伝は B自治会と一緒に出場。 
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※この日程は予定ですので、変更される場合があります。

北栄バスケットボール大会

(フリー・女子)

北栄パットゲーム

スター大会

北栄バレーボール大会

(フリー・女子)

北栄駅伝大会

北栄グラウンド・ゴルフ大会

北栄バドミントン大会

北栄ソフトボール大会

木 日

金 月

水 土 土

土 火

月 木 木

火 金 金

土 火 火

日 水 水

木 日 日

金 ㊊ 月

火 金 ㊎

水 土 土スポーツグランプリ表彰式

日 水 水

月 木 木

北栄卓球大会

金 月 月

土 火 火

水 土 土

木 日 日

㊊ 木 木

火 金 金

土 火 火

日 ㊌ 水

木 日 日

金 月 月

火 金 金

水 土 土

火 火

日 水 水

月 木 木

１　　月 ２　　月 ３　　月

曜日 行　　　　事 曜日 行　　　　事 曜日 行　　　　事

木

土

日

月

土

日

火

火

木

水

木

月 火

火

火

水

水

木

㊊

月

日

水

水

木

水 金

土

月

火

水

日

日

土

金

土

金

金

日

月

土

月

火

日

㊋

火

水日

日

月

木

金

日

土

金

土木水

木

金

火 水木

金

金

火

木

日木

土

水月

月

㊋

水

金

木

㊊

木

月

水

火

金 土水

日

土

日

金

土

火

水

木

月

月

3

7

8

9

月

月

㊊

㊋

㊌

木

10

土

土

2

㊐

1 ㊍ 日 日

金 月 月

土

金

月

金

水

火

木

火

日

水

木

金

木

日

木

金

土

水

月

日

１０　 月

曜日

１１　 月 １２　 月７　　月

行　　　　事

８　　月

曜日

スポーツグランプリ２０２６予定表

行　　　　事 行　　　　事曜日曜日曜日曜日

９　　月

行　　　　事

６　　月

行　　　　事曜日 行　　　　事

日月

曜日 行　　　　事

火

曜日

４　　月

土

水

4

5

6

行　　　　事

月

日

５　　月

11

12

13

14

15

16

17

日

月

18

19

20

火

水

木

金

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

土

日

月

火

水

土

日

月

火

水

木

金

木

土

日

月

火

月

火

日

金

土

日

月

火

水

㊌

木

木

金

火

木

火

金

土

日

日

月

水

金

日

土

土

水

月

木

金

火

土

土

木

日

月

金

水

木

火

木

㊊

土

火

金

土

月

木

金

水

金

木

土

土

金

日

木

㊋

日

水

木

金

土

火

日

火

水

火

水

木

金

土

月

金

土

日

月

5

6

7

8

12

13

14

15

16

1

2

3

4

10

11

9

17

18

19

20

21

22

23

31

24

25

28

29

26

27

30

土

月金

日 水木

火水

土

日

火 水金 月 月

水

日 火

㊌

木

日

木

日

月

金

水

火

水

木

金

土

金

土

金

土

火

金

土

日

日

月

火

木

金

水

月

木

土

㊊

日

35



 

令和８年度社協会費・共同募金のお願いについて 

 

１．令和８年度社協会費・赤い羽根共同募金・歳末助け合い募金、協力のお願いに 

　ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種　類

 

令和８年度 

世帯当たりの目標額

 

令和７年度 

世帯当たりの目標額
実施時期

  

社協会費
 

１，０００円
 

１，０００円
 

　５月

  

赤い羽根共同募金
 

７５０円
 

７５０円
 

１０月

  

歳末助け合い募金
 

２００円
 

２００円
 

１０月

 【社会福祉協議会】 資料№18

  

連絡先 
 

　　北栄町社会福祉協議会 

　　担当　柴山、前田 

　　電話　37-4522　　FAX37-4532 

　　E ﾒｰﾙ shakyou@mail6.torichu.ne.jp
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